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※新型コロナウイルス感染症の影響により
　各イベントなどが延期、中止になることがありますのでご了承ください。
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明和町総合体育館のネーミング（愛称）が
Dreamオーシャン総合体育館になりました

　町がネーミングライツ事業で募集した公共施設のうち、
明和町総合体育館の愛称が、「Dreamオーシャン総合体育
館」に決まりました。
　７月１日、町は、命名権者の瀬古食品有限会社代表取締
役の瀬古清史さんと明和町総合体育館のネーミングライツ
について契約調印式を行いました。瀬古さんは、「私たちの
牛舎７つあるうちの２つは明和町にある。そういった観点
から地元の皆さんには大変お世話になっている。今日から
『Dreamオーシャン総合体育館』として５年間よろしくお
願い致します。」とコメントされました。料金は年間 100 瀬古食品有限会社の瀬古さん（写真右）

　

６
月
29
日
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
防
止
対

策
に
伴
い
、
松
阪
市
で
主
に
自
動
車
用
・
産
業
用
樹

脂
ホ
ー
ス
製
造
業
を
行
う
、
株
式
会
社
オ
ク
ム
ラ
か

ら
フ
ェ
イ
ス
シ
ー
ル
ド
３
３
０
個
を
寄
贈
い
た
だ

き
ま
し
た
︒

　

当
日
は
株
式
会
社
オ
ク
ム
ラ
代
表
取
締
役
社
長

の
田
中
寛
人
さ
ん
が
来
庁
さ
れ
ま
し
た
︒

　

田
中
さ
ん
は
、﹁
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
防

止
対
策
で
大
変
な
思
い
を
し
て
い
る
人
が
た
く
さ

ん
い
る
︒
こ
の
フ
ェ
イ
ス
シ
ー
ル
ド
が
少
し
で
も
役

に
立
て
ば
と
思
い
寄
贈
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
︒﹂
と

コ
メ
ン
ト
さ
れ
ま
し
た
︒

　

寄
贈
い
た
だ
い
た
フ
ェ
イ
ス
シ
ー
ル
ド
は
、
町
内

の
小
中
学
校
の
先
生
や
保
育
士
、
健
診
等
で
使
用
さ

せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
︒

　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
︒

株
式
会
社
オ
ク
ム
ラ
が

　

フ
ェ
イ
ス
シ
ー
ル
ド
を
寄
贈

　

６
月
15
日
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
の
影
響
で
子
ど
も
た

ち
も
日
常
の
行
動
が
制
限
さ
れ
る

中
、
子
ど
も
た
ち
を
元
気
づ
け
よ

う
と
、
伊
勢
市
小
俣
町
に
あ
る
株

式
会
社
マ
ス
ヤ
か
ら
お
に
ぎ
り
せ

ん
べ
い
９
５
０
人
分
を
寄
贈
い
た

だ
き
ま
し
た
︒

　

寄
贈
い
た
だ
い
た
お
に
ぎ
り
せ

ん
べ
い
は
、
町
内
の
保
育
所
や
放

課
後
児
童
ク
ラ
ブ
等
に
配
布
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
︒

　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
︒

株
式
会
社
マ
ス
ヤ
が

お
に
ぎ
り
せ
ん
べ
い
を

寄
贈

万円で契約期間は５年間になります。

　町では引き続き、次の施設のネーミングライツパートナーとなっていただける企業等を募集しています。
 ・明和町ふるさと会館（町立図書館、民俗資料館）
 ・明和町総合グラウンド、明和町担い手センター、明和町テニスコート（3施設で 1パートナー）

※ネーミングライツ事業とは、町が所有する公共施設等に「愛称をつける権利」を民間事業者等に付与し、
町はその対価として命名権料を得る制度です。

　詳しくは、教育課社会教育係　☎ 52・7124

ドリーム

まちの話題
広報めいわ 令和２年

（2020年） ８月号

2



社
会
を
明
る
く
す
る
運
動　

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
達

　

６
月
22
日
、
７
月
の
﹁
社
会
を

明
る
く
す
る
運
動
強
調
月
間
﹂
を

前
に
、
多
気
郡
保
護
司
会
の
皆
さ

ん
が
役
場
を
訪
れ
、
町
長
に
総
理

大
臣
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
達
し
ま
し

た
︒

　

社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
は
、

す
べ
て
の
国
民
が
犯
罪
や
非
行
の

防
止
と
、
罪
を
犯
し
た
人
た
ち
の

更
生
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
、
そ

れ
ぞ
れ
の
立
場
に
お
い
て
力
を
合

わ
せ
て
、
犯
罪
の
な
い
社
会
を
築

こ
う
と
す
る
全
国
的
な
運
動
で

す
︒

　

こ
の
日
は
、
多
気
郡
保
護
司
会

の
浮
田
秀
樹
会
長
が
総
理
大
臣
の

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
読
み
上
げ
、
町
長

へ
同
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
手
渡
し
ま
し

た
︒

多気郡保護司会の皆さん

ふ
る
さ
と
納
税

　
　

返
礼
品
を
募
集
中

　

明
和
町
で
は
、
令
和
元
年
度
の

明
和
町
へ
の
ふ
る
さ
と
納
税
で
約

５
万
９
千
件
、
12
億
１
千
万
円
と

過
去
最
多
の
ご
寄
附
を
い
た
だ
き

ま
し
た
︒
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

す
︒

　

全
国
の
寄
附
者
の
皆
さ
ん
か
ら

は
寄
附
を
通
じ
て
﹁
明
和
町
に
関

心
を
持
っ
た
﹂﹁
一
度
訪
れ
て
み

た
い
﹂
と
い
っ
た
コ
メ
ン
ト
も
い

た
だ
い
て
い
ま
す
︒

　

町
で
は
引
き
続
き
ご
寄
附
い
た

だ
い
た
皆
さ
ん
へ
の
特
産
品
等
の

返
礼
品
を
募
集
し
て
い
ま
す
︒

　

ま
た
、
町
民
の
皆
さ
ん
の
お
知

り
合
い
や
ご
親
戚
な
ど
で
ご
寄
附

い
た
だ
け
る
人
が
い
ま
し
た
ら
、

ぜ
ひ
ご
紹
介
く
だ
さ
い
︒

■
掲
載
サ
イ
ト　

ふ
る
さ
と
チ
ョ

イ
ス
、ふ
る
な
び
、楽
天
、さ
と
ふ

る
（
お
電
話
で
も
受
け
付
け
て
い

ま
す
︒）

■
問
い
合
わ
せ
先　

ふ
る
さ
と
納

税
制
度
全
般
に
か
か
る
こ
と　

明

和
町
ま
ち
づ
く
り
戦
略
課
（
☎

52
・
７
１
１
２
）

■
寄
附
の
手
続
き
等　

明
和
町
ふ

る
さ
と
納
税
セ
ン
タ
ー

（
☎
０
５
９
５
・
41
・
０
３
６
４
）

※
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

■
ふ
る
さ
と
納
税
返
礼
品
に
関

す
る
ご
相
談
な
ど　

一
般
社
団

法
人 

明
和
観
光
商
社
（
☎
67
・

６
８
５
０
）

特
別
定
額
給
付
金
の

申
請
期
限
は
８
月
19
日（
水
）

　

全
国
民
に
10
万
円
を
支
給
す
る

特
別
定
額
給
付
金
の
申
請
期
限
は

明
和
町
で
は
８
月
19
日
（
水
）
で

す
︒（
消
印
有
効
）

　

申
請
期
限
を
過
ぎ
る
と
受
給
が

で
き
な
く
な
る
た
め
、
ご
注
意
く

だ
さ
い
︒

　

ま
た
、
申
請
書
が
届
い
て
い
な

い
場
合
は
再
発
行
し
ま
す
の
で
、

ご
連
絡
く
だ
さ
い
︒

　

そ
の
他
ご
不
明
点
等
に
つ
い
て

も
次
の
問
い
合
わ
せ
先
ま
で
お
願

い
し
ま
す
︒

（
す
で
に
申
請
済
み
の
人
に
給
付

完
了
の
通
知
は
送
付
し
て
い
ま
せ

ん
︒
申
請
に
不
備
が
な
け
れ
ば
申

請
か
ら
二
週
間
程
度
で
給
付
を

行
っ
て
い
ま
す
の
で
、
お
手
数
で

す
が
給
付
完
了
に
つ
い
て
は
通
帳

の
記
帳
等
に
よ
り
ご
確
認
下
さ

い
︒）

■
問
い
合
わ
せ
先

ま
ち
づ
く
り
戦
略
課　

特
別
定
額

給
付
金
担
当　

☎
63
・
５
４
６
０

現
金
の
寄
附
を

　

い
た
だ
き
ま
し
た

　

６
月
か
ら
７
月
の
間
に
、
匿
名

の
お
二
人
の
町
民
の
方
か
ら
そ
れ

ぞ
れ
現
金
10
万
円
の
寄
附
を
い
た

だ
き
ま
し
た
︒

　

ご
厚
意
を
大
切
に
し
て
、
町
を

支
え
る
た
め
に
活
用
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
︒
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
︒

町
議
会
か
ら

　
「
地
域
経
済
の
活
性
化
を
求
め
る
要
望
書
」

　

７
月
８
日
、
町
議
会
か
ら
﹁
新

し
い
生
活
様
式
﹂
を
踏
ま
え
た
地

域
経
済
の
活
性
化
等
を
求
め
る
要

望
書
が
町
に
対
し
て
提
出
さ
れ
ま

し
た
︒

　

こ
の
要
望
書
は
、
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
と
し
て
地

域
経
済
の
活
性
化
や
、
町
民
の
生

命
・
暮
ら
し
を
守
る
た
め
の
適
切

か
つ
迅
速
な
対
応
を
求
め
る
内
容

と
な
っ
て
い
ま
す
︒

　

町
と
し
て
は
、
こ
の
要
望
書
を

真
摯
に
受
け
と
め
、
様
々
な
事
業

を
推
進
し
て
い
き
ま
す
︒
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福
祉
医
療
費
助
成
制
度
の
お
知
ら
せ

医
療
費
の
保
険
適
用
分

全
額
相
当
を
助
成
し
ま
す

　

福
祉
医
療
費
助
成
制
度
は
、
町

内
在
住
の
子
ど
も
、
障
が
い
者
、

一
人
親
家
庭
等
の
皆
さ
ん
が
医
療

機
関
で
診
療
を
受
け
た
際
の
﹁
医

療
費
の
保
険
適
用
分
全
額
相
当
﹂

を
助
成
す
る
制
度
で
す
︒

　

各
医
療
費
助
成
の
対
象
者
は
次

の
と
お
り
で
す
︒

※
た
だ
し
、
認
定
こ
ど
も
園
・
保

育
園
（
所
）・
幼
稚
園
・
学
校
等

で
の
事
由
に
よ
る
負
傷
等
の
医
療

費
で
、
独
立
行
政
法
人
日
本
ス

ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
等
か
ら
医

療
費
の
給
付
を
受
け
た
場
合
は
助

成
の
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
︒
ま

た
、
前
年
の
所
得
が
所
得
制
限
限

度
額
を
超
え
る
場
合
も
助
成
対
象

に
な
り
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ

さ
い
︒

〔
子
ど
も
医
療
費
助
成
〕

■
対
象
者　

中
学
校
３
年
生
ま
で

の
児
童
（
15
歳
に
達
す
る
日
以
降

の
最
初
の
３
月
31
日
ま
で
の
間
に

あ
る
人
）

〔
障
が
い
者
医
療
費
助
成
〕

■
対
象
者　

①
身
体
障
害
者
手
帳

１
級
か
ら
４
級
ま
で
の
人
、
②
知

的
障
が
い
者
で
療
育
手
帳
Ｂ
２
以

上
ま
た
は
Ｉ
Ｑ
70
以
下
の
人
、
③

精
神
障
が
い
者
で
、
そ
の
等
級
が

１
級
の
人
（
通
院
分
の
み
）

〔
一
人
親
家
庭
等
医
療
費
助
成
〕

■
対
象
者　

①
18
歳
年
度
末
ま
で

の
児
童
（
18
歳
に
達
す
る
日
以
降

の
最
初
の
３
月
31
日
ま
で
の
間
に

あ
る
人
）
を
扶
養
し
て
い
る
母
子

家
庭
・
父
子
家
庭
の
親
お
よ
び
児

童
、
②
父
母
の
い
な
い
18
歳
年
度

末
ま
で
の
児
童

■
医
療
機
関
で
診
療
を
受
け
る

場
合　

受
診
す
る
病
院
等
の
窓
口

に
、
医
療
費
受
給
資
格
証
と
加
入

医
療
保
険
証
を
提
示
し
て
く
だ
さ

い
︒
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
対

象
者
の
人
は
、
受
給
資
格
証
は
交

付
し
て
お
り
ま
せ
ん
の
で
、
保
険

証
の
み
提
示
し
て
く
だ
さ
い
︒

■
県
外
の
医
療
機
関
で
診
療
を
受

け
た
場
合　

受
診
し
た
病
院
等
の

保
険
診
療
明
細
が
記
載
さ
れ
た
領

収
書
と
印
鑑
を
持
参
の
う
え
、
住

民
ほ
け
ん
課
へ
申
請
し
て
く
だ
さ

い
︒

■
コ
ル
セ
ッ
ト
等
療
養
費
給
付
を

受
け
た
場
合　

受
診
し
た
病
院
等

の
意
見
書
・
装
具
装
着
証
明
書
・

医
療
費
の
助
成
を

受
け
る
場
合

■
医
療
保
険
や
届
出
事
項
変
更
の

と
き　

加
入
医
療
保
険
、
ま
た
は

住
所
・
氏
名
（
振
込
先
金
融
機
関
・

世
帯
構
成
・
所
得
等
）
の
届
出
事

項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
変

更
手
続
き
が
必
要
で
す
︒
変
更
手

続
き
の
際
は
、
受
給
資
格
証
と
認

印
、
住
所
・
氏
名
以
外
の
変
更
の

場
合
は
、
新
し
い
保
険
証
の
写
し

（
明
和
町
国
民
健
康
保
険
の
場
合

は
不
要
）や
通
帳
等
が
必
要
で
す
︒

■
受
給
資
格
喪
失
の
と
き　

転
出

や
死
亡
等
に
よ
っ
て
受
給
資
格
を

失
っ
た
と
き
は
、
14
日
以
内
に
受

給
資
格
証
の
返
還
と
資
格
喪
失
手

続
き
が
必
要
で
す
︒
資
格
喪
失
手

続
き
の
際
は
、
認
印
が
必
要
に
な

り
ま
す
︒

※
受
給
資
格
の
有
無
等
、
各
医
療

費
助
成
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
住

民
ほ
け
ん
課
（
☎
52
・
７
１
１
６
）

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
︒

こ
ん
な
と
き
は

手
続
き
を

装
具
の
領
収
書
と
印
鑑
を
持
参
の

う
え
、
住
民
ほ
け
ん
課
へ
申
請
し

て
く
だ
さ
い
︒

　町では、災害時に特に避難行動に困難を伴うことが予想
され、地域での支援を必要とする人を把握し、円滑な支援
を実施できる環境を整えることを目的として、「避難行動要
支援者名簿」を作成しています。
　この名簿等の情報は、災害発生時には自主防災組織、自
治会、民生委員児童委員、明和消防署、明和交番、明和
町消防団、明和町社会福祉協議会などの支援関係者に提
供され、安否確認や様々な支援に活用されます。

＜登録対象者＞
⑴ 65歳以上の高齢者のみで構成される世帯の人
⑵ 身体障害者手帳の交付を受けた人で、その程度が１級又　
　 は２級に該当する人
⑶ 療育手帳の交付を受けた人で、その程度がA1、A2、又
　 は B1に該当する人
⑷ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた人で、その程度
　 が１級又は２級に該当する人

避難行動要支援者の情報提供に関する同意登録
⑸ 要介護度認定において、要介護３、４、又は５の認定を受けている人
⑹ 前各号に掲げる者に準ずる状態にある人

　「避難行動要支援者に係る名簿情報の提供に関する同意
登録」を実施していただいた人については、左記の支援関
係者に平常時から情報を提供し、災害時の有効な活用を目
指しています。
　また、大規模災害時には、行政機関等による公助が十分
に機能しないことが予想され、最も重要になるのは「地域
における共助」であり、お近くの「地域支援者」になりま
す。日頃からご近所での関係づくりを積極的に行いましょ
う。名簿の対象となる人は、ぜひ名簿に登録し、関係づく
りのきっかけにしていただきたいと思います。
　登録を希望される人は、お住まいの地区の自治会長・民
生委員児童委員の人にご相談いただくか、健康あゆみ課（☎
52・7115）までお問い合わせください。

お 知 ら せ
広報めいわ 令和２年
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【児童扶養手当・特別児童扶養手当制度のご案内】
 児童扶養手当制度
　児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父親
または母親と生計を同じくしていない児童を養育
しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助
け、児童の福祉の増進を図るため、支給される手
当です。
●支給対象者
　次の条件に該当する児童（18歳に達する日以後
の最初の 3月 31 日まで）を監護・養育している
父または母や、その父または母に代わってその児
童を養育している人。
[ 条件 ]
① 父母が婚姻を解消した児童。
② 父または母が死亡した児童。
③ 父または母が重度の障がい状態にある児童。
④ 父または母の生死が明らかでない児童。
⑤ 父または母から引き続き１年以上遺棄されている　
　 児童。
⑥ 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた　
　 児童。
⑦ 父または母が引き続き１年以上拘禁されている
 　児童。
⑧ 母の婚姻によらないで生まれた児童。
⑨ 父母ともに不明である児童。

●第１子の手当月額（令和２年４月から改正）
区分 手当月額（児童 1人のとき）

全部支給の方 43,160円

一部支給の方
前年の所得に応じて
43,150円から 10,180円までの範囲
で決定

●第２子の加算月額（令和２年４月から改正）
区分 手当月額（児童２人目の加算額）

全部支給の方 10,190円

一部支給の方
前年の所得に応じて
10,180円から 5,100円までの範囲で
決定

●第３子以降の加算月額（令和２年４月から改正）
区分 手当月額（児童３人目以降の加算額）

全部支給の方 6,110円

一部支給の方
前年の所得に応じて
6,100円から 3,060円までの範囲で
決定

●手当の支払
　手当は、5 月、7 月、9 月、11 月、1 月、3 月
の年 6回、支払月の前月までの分が支払われます。
●現況届…現在、手当を受給されている人は手続
きが必要です。
　毎年 8月 1日から 8月 31 日までの間に届け
出て、支給要件の審査を受けていただきます。関
係書類を 7月末頃に送付しましたので、期日まで
にご提出下さい。
 特別児童扶養手当制度
　特別児童扶養手当は、身体や精神に障がいのあ
る 20歳未満の児童の福祉の増進を図るため、支
給される手当です。
●支給対象者
　身体や精神に障がいのある児童を監護・養育し
ている父または母や、その父または母に代わって
その児童を養育している人。
[ 障がいの程度 ]
　おおむね身体障害者手帳 3級以上、療育手帳 B
区分以上。
　このほか、身体障害者手帳をお持ちでない場合
でも、医師の診断書で同程度の障がいがあると認
定された場合には、手当支給の対象となります。
●手当月額（令和２年４月から改正）
障がい等級 手当月額（児童 1人につき）
1級 52,500円
2級 34,970円

●手当の支払
　手当は、4 月、8 月、11 月の年 3 回、4 か月
分が支払われます。
●所得状況届…現在、手当を受給されている人は
手続きが必要です。
　毎年 8月 11日から 9月 10日までの間に届け
出て、支給要件の審査を受けていただきます。関
係書類を 8月初旬頃に送付しますので、期日まで
にご提出下さい。

※児童扶養手当・特別児童扶養手当の申請窓口は、住民
　ほけん課です。
　毎年、11月 1日から翌年の 10月 31日までを支給
年度として年単位で支給月額が決定され、申請日の翌
月分からの手当が、県知事の認定後に支給されます。
　ただし、手当の額については、請求者又は配偶者及
び扶養義務者の前年の所得（１月から９月の間に請求書
を出す場合は、前々年の所得）により、全部支給、一部
支給、全部停止の区分が決まるため、所得制限により支
給対象外となる場合がありますので、ご注意ください。
　詳しくは、住民ほけん課（☎ 52・7116）までお問い
合わせください。
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広報めいわ 令和２年
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宮川流域関連公共下水道の供用開始区域を拡大します
　宮川流域関連公共下水道は、三重県が実施する『宮川流域下水道事業（宮川処理区）』を上位計画として、
明和町大字明星、新茶屋、上野地内の下水道整備を実施しています。
　令和２年８月１日より、明星の一部区域（明星自治会及び明星新町自治会）の 14.0 ヘクタールの供用開始
を行います。
　既に供用を開始した区域と合わせた面積は 29.4 ヘクタールになります。今後も計画区域内の早期供用開始
に向けて事業を推進いたします。

下水道排水設備接続工事は指定工事店に！
　下水道接続時の宅地内の工事費はすべて自己負担となります。工事費については、各ご家庭の工事内容等
により変わってきます。また、下水道へ接続するための排水設備工事は、一定の基準に沿った適正なもので
なければなりません。工事が適正でないと汚水管が詰まったりして生活に悪影響を及ぼし、下水道も十分な
効果を発揮できません。このため、町では、一定水準以上の技術を持った工事店を指定して、指定工事店で
なければ排水設備工事が施工できないよう定めています。まずは明和町下水道排水設備指定工事店に見積も
りを依頼してください。
　『排水設備指定工事店』については、町ホームページまたは上下水道課でご確認ください。

上下水道課（☎ 52・7120）

凡例
計画区域　85.2㌶

令和 2 年８月１日 供用開始区域 14.0㌶

農
地
の
貸
し
借
り
な
ど

ご
相
談
を

　

明
和
町
農
業
委
員
会
で
は
、
農

地
の
担
い
手
へ
の
利
用
集
積
・
流

動
化
の
促
進
・
遊
休
農
地
の
解
消

に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
︒

　

そ
こ
で
、次
に
該
当
す
る
人
は
、

町
農
業
委
員
会
ま
た
は
農
業
委
員

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
︒

①
現
在
耕
作
せ
ず
、
遊
休
化
し
て

い
る
農
地
を
持
っ
て
い
る
人
、
②

だ
れ
か
に
農
地
を
貸
し
た
い
が
相

手
が
み
つ
か
ら
な
い
人
、
③
だ
れ

か
に
農
作
業
の
委
託
を
依
頼
し
た

い
人
、
④
離
農
す
る
人

　

農
地
の
貸
し
借
り
の
申
出
書

（
農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
事
業

利
用
権
設
定
申
出
書
）
の
提
出
締

め
切
り
日
は
、次
の
と
お
り
で
す
︒

■
10
月
末
公
告
分

　

８
月
31
日
（
月
）
ま
で

※
農
地
に
関
し
て
、
詳
し
く
は
明

和
町
農
業
委
員
会
事
務
局
（
☎

52
・
７
１
４
９
）
へ
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
︒

【
農
地
の
利
用
集
積
と
流
動
化
促
進
】

  

貸
し
借
り
の
申
出
書
は

　
　
　
　
　

  

８
月
31
日
ま
で
に

農
業
委
員
会

すでに供用開始している区域　15.4㌶
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三
重
と
こ
わ
か
国
体
・
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
競
技

　

リ
ハ
ー
サ
ル
大
会
を
開
催
し
ま
す

　

２
０
２
１
年
に
町
内
で
開
催
予

定
の
三
重
と
こ
わ
か
国
体
・
ソ
フ

ト
ボ
ー
ル
競
技
（
成
年
男
子
）
の

実
施
に
先
駆
け
、
リ
ハ
ー
サ
ル
大

会
と
し
て
日
本
女
子
ソ
フ
ト
ボ
ー

ル
リ
ー
グ
２
部
・
第
４
節
（
三
重

大
会
）
を
次
の
と
お
り
開
催
し
ま

す
︒

　

町
全
体
で
国
体
を
成
功
さ
せ
る

た
め
、
リ
ハ
ー
サ
ル
大
会
に
お
い

て
も
町
民
の
皆
さ
ん
の
ご
協
力
に

よ
り
大
会
を
盛
り
上
げ
て
い
た
だ

け
れ
ば
と
思
い
ま
す
︒
各
会
場
に

て
応
援
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願

い
し
ま
す
︒

■
開
催
日
時　

９
月
26
日
（
土
）、

27
日
（
日
）　

予
備
日
：
28
日
（
月
）

　

午
前
10
時
30
分 

第
１
試
合
開

始
予
定
（
両
日
と
も
）

■
開
催
会
場　

明
和
町
総
合
グ
ラ

ウ
ン
ド
・
明
和
中
学
校
第
２
グ
ラ

ウ
ン
ド

■
開
催
概
要　

日
本
女
子
ソ
フ
ト

ボ
ー
ル
リ
ー
グ
２
部
に
所
属
の
８

チ
ー
ム
に
よ
る
リ
ー
グ
戦　

８
試

合
（
各
日
１
会
場
２
試
合
）
が
行

わ
れ
ま
す
︒

■
そ
の
他　

各
会
場
隣
接
の
駐
車

場
は
大
会
運
営
に
使
用
す
る
た

め
、
一
般
車
両
の
駐
車
が
出
来
な

い
場
合
が
あ
り
ま
す
︒
会
場
付
近

の
案
内
に
従
っ
て
い
た
だ
き
ま
す

よ
う
お
願
い
し
ま
す
︒

　

大
会
期
間
中
は
会
場
付
近
の
混

雑
等
で
近
隣
の
皆
さ
ん
に
ご
迷
惑

を
お
か
け
す
る
可
能
性
が
あ
り
ま

す
が
、
ご
理
解
い
た
だ
き
ま
す
よ

う
お
願
い
し
ま
す
︒

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

等
の
今
後
の
状
況
に
よ
り
、
開
催

予
定
が
変
更
に
な
る
場
合
も
あ
り

ま
す
︒

　

ま
た
、
リ
ハ
ー
サ
ル
大
会
及
び

国
体
時
の
各
会
場
に
お
い
て
、
選

手
や
観
戦
者
を
快
く
お
迎
え
す
る

た
め
、
環
境
美
化
等
の
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
ス
タ
ッ
フ
を
募
集
す
る
予

定
で
す
︒
詳
細
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
事
務
局

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
︒

■
お
問
い
合
わ
せ　

三
重
と
こ
わ

か
国
体
・
三
重
と
こ
わ
か
大
会
明

和
町
実
行
委
員
会
事
務
局

（
明
和
町
教
育
委
員
会
教
育
課
）

☎
52
・
７
１
２
４

浄
化
槽
を
設
置
の
皆
さ
ん
に
お
願
い

〜
浄
化
槽
の
適
正
な
維
持
管
理
を
！
〜

　

浄
化
槽
は
、
水
中
の
微
生
物
の

働
き
を
利
用
し
て
汚
水
を
キ
レ
イ

な
水
に
変
え
る
も
の
で
す
︒
し
か

し
、
浄
化
槽
を
設
置
し
た
だ
け
で

放
置
し
て
お
く
と
、
や
が
て
異
常

音
や
悪
臭
発
生
の
原
因
と
な
り
、

汚
れ
た
水
が
そ
の
ま
ま
放
流
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
︒

　

こ
の
た
め
、
浄
化
槽
法
に
よ
り

保
守
点
検
、
清
掃
、
法
定
検
査
が

義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
︒
大
切

な
水
環
境
を
守
り
衛
生
的
な
日
常

生
活
を
過
ご
す
た
め
に
、
浄
化
槽

の
正
し
い
維
持
管
理
の
実
施
を
お

願
い
し
ま
す
︒

□
保
守
点
検
︙
年
３
回
以
上
（
浄

化
槽
の
種
類
に
よ
り
異
な
り
ま

す
）

　

浄
化
槽
の
点
検
、
調
整
や
消
毒

剤
の
補
充
な
ど
を
行
い
ま
す
︒
浄

化
槽
の
処
理
方
式
や
規
模
に
よ
り

定
め
ら
れ
た
回
数
を
実
施
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
︒

□
清
掃
︙
年
１
回
以
上
（
浄
化
槽

の
種
類
に
よ
り
異
な
り
ま
す
）

　

浄
化
槽
内
に
溜
ま
っ
た
汚
泥
等

な
ど
の
引
き
抜
き
、
消
化
槽
の
中

の
清
掃
を
す
る
作
業
で
す
︒
浄
化

槽
清
掃
を
さ
れ
る
場
合
に
は
、
町

の
許
可
を
受
け
た
業
者
に
委
託
し

て
く
だ
さ
い
︒

浄
化
槽
清
掃
許
可
業
者
：
㈱
明
和

ク
リ
ー
ン
（
☎
52
・
５
５
１
７
）

□
法
定
検
査
と
は

　

三
重
県
が
指
定
す
る
検
査
機
関

が
行
う
も
の
で
す
︒
清
掃
業
者
が

行
う
保
守
点
検
や
清
掃
と
は
別
に

行
い
、
主
と
し
て
水
質
検
査
を
重

点
に
検
査
を
行
い
ま
す
︒
こ
の
検

査
は
、
浄
化
槽
の
使
用
開
始
後
３

～
８
カ
月
の
間
に
受
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
﹁
７
条
検
査
﹂
と
、
毎

年
定
期
的
に
行
わ
れ
る
﹁
11
条
検

査
﹂
と
が
あ
り
ま
す
︒

□
浄
化
槽
の
正
し
い
使
い
方
（
つ

ま
り
等
防
止
）

 

・
ト
イ
レ
の
洗
浄
水
は
、
充
分
に

流
す
︒

 

・
ト
イ
レ
ッ
ト
ペ
ー
パ
ー
以
外
の

も
の
は
、
流
さ
な
い
︒

 

・
台
所
か
ら
の
野
菜
く
ず
や
、
天

ぷ
ら
油
な
ど
は
、
で
き
る
だ
け
流

さ
な
い
︒

□
浄
化
槽
の
微
生
物
を
活
用
す
る

た
め
に

 
・
便
器
の
清
掃
に
は
塩
酸
、
硝
酸

等
を
含
む
製
品
は
使
わ
な
い
︒

 
・
浄
化
槽
の
装
置
（
ブ
ロ
ア
）
の

電
源
は
切
ら
な
い
︒

□
浄
化
槽
の
適
正
管
理
の
た
め
に

 

・
浄
化
槽
の
上
に
は
物
を
置
か
な

い
︒

 

・
浄
化
槽
の
フ
タ
は
必
ず
閉
め
て

お
く
︒

※
お
問
い
合
わ
せ
先
：
上
下
水
道

課
（
☎
52
・
７
１
２
０
）

明和町公式LINE  はじめました！明和町公式LINE  はじめました！

まちの最新情報を配信します！！

★ID検索　  ＠mie-meiwatown
★名前検索　三重県明和町
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■
日
時　

８
月
27
日
（
木
）
午
前

10
時
～
12
時

■
定
員　

10
人
（
先
着
順
）

■
講
師　

北
出
和
美
さ
ん

■
参
加
費　

１
０
０
０
円

■
持
ち
物
等　

手
拭
き
タ
オ
ル

■
申
込
期
間　

８
月
３
日
（
月
）

～
13
日
（
木
）

　

受
講
資
格
は
町
内
在
住
ま
た
は

在
勤
の
20
歳
以
上
の
人
︒
申
込
期

間
の
午
前
９
時
～
午
後
５
時
に
直

接
、
ま
た
は
電
話
で
人
権
セ
ン

タ
ー
へ
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
︒

１
回
の
申
し
込
み
に
つ
き
、
１
人

ひと・まち・
ふれあい企画

町人権センター

楽
し
い
手
作
り
教
室
の
参
加
者
を
募
集

【
皆
さ
ん 

お
気
軽
に
ご
参
加
を
】

○
フ
ラ
ワ
ー
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト
　
　

　（
観
葉
植
物
）！

分
の
参
加
を
受
け
付
け
ま
す
︒
な

お
、
20
歳
未
満
の
人
が
受
講
を
希

望
さ
れ
る
場
合
は
前
も
っ
て
ご
相

談
く
だ
さ
い
︒

※
詳
し
く
は
、
町
人
権
セ
ン
タ
ー

（
☎
55
・
３
０
５
２
）
へ
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
︒

　

10
月
24
日
（
土
）
に
開
催
を
予
定
し
て
い
ま
し
た
人
権
セ
ン
タ
ー
交
流

祭
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
の
た
め
中
止
と
な
り
ま
す
の

で
ご
了
承
く
だ
さ
い
︒

　

詳
し
く
は
、
町
人
権
セ
ン
タ
ー
（
☎
55
・
３
０
５
２
）
ま
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
︒

第
24
回
人
権
セ
ン
タ
ー
交
流
祭
中
止
の

お
知
ら
せ

ひと・まち・
ふれあい企画

町人権センター

　

町
で
は
犯
罪
被
害
者
等
が
受

け
た
被
害
の
軽
減
及
び
早
期
回

復
を
図
り
、
犯
罪
被
害
者
等
が
安

全
で
安
心
し
て
暮
ら
す
こ
と
が

で
き
る
地
域
社
会
の
実
現
に
寄

与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
条

例
を
制
定
し
ま
し
た
︒

　

条
例
で
は
被
害
者
に
役
場
の

担
当
部
署
な
ど
が
必
要
な
情
報

を
提
供
し
て
連
絡
調
整
を
す
る

ほ
か
、
見
舞
金
の
支
給
を
行
う
こ

と
と
し
て
い
ま
す
︒

明
和
町
犯
罪
被
害
者
等

支
援
条
例
を
制
定

見舞金の種類・支給額・給付要件

遺族支援金
30万円

死亡被害者の遺族のうち、当該犯罪行
為が行われた時から引き続き町内に住
所を有する遺族（配偶者・子・父母等）

傷害支援金
10万円 治療に1か月以上かかる傷病被害者

精神療養
支援金

2万5,000円

殺人未遂や強盗などの被害を受けて療
養に要する期間が3か月以上かつ通算3
日以上働けない精神疾患被害者

　

詳
し
く
は
、
町
人
権
セ
ン
タ
ー

（
☎
55
・
３
０
５
２
）
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
︒

脳
の
健
康

　

つ
な
が
り
サ
ロ
ン

■
内
容　

明
和
町
地
域
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー
で
は
、
認
知
症
の
人
や

家
族
介
護
者
の
人
の
交
流
、
情
報

交
換
や
気
分
転
換
を
目
的
に
﹁
脳

の
健
康 

つ
な
が
り
サ
ロ
ン
﹂
を

次
の
と
お
り
開
催
し
ま
す
︒

　

気
楽
に
日
ご
ろ
の
思
い
を
語
り

ま
し
ょ
う
︒

■
日
時　

８
月
18
日
（
火
）
午
後

１
時
30
分
～
３
時

■
場
所　

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
１

階
多
目
的
室

■
参
加
費　

無
料
（
飲
み
物
は
各

自
で
ご
持
参
く
だ
さ
い
）

■
参
加
申
し
込
み　

明
和
町
地
域

包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
（
☎
52
・

７
１
２
７
）
へ
お
申
し
込
み
く
だ

さ
い
︒

※
認
知
症
の
人
が
お
一
人
で
参
加

さ
れ
る
場
合
は
送
迎
を
し
ま
す
の

で
、
ご
希
望
の
人
は
あ
わ
せ
て
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
︒

（有料広告）

お 知 ら せ
広報めいわ 令和２年
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チェック１ 熱中症を疑う症状がありますか？
（めまい・失神・筋肉痛・筋肉の硬直・大量の発汗・
頭痛・不快感・吐き気・嘔吐・倦怠感）

チェック2 呼びかけに応え
ますか？

はい

はい

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ

涼しい場所へ避難し、
服をゆるめ体を冷やす

水分を自力で
摂取できますか？

チェック3

水分・塩分を補給する

症状がよくなり
ましたか？

チェック4

そのまま安静にして
十分に休息をとり、
回復したら帰宅しましょう

医療機関へ

涼しい場所へ避難し、
服をゆるめ体を冷やす

救急車を呼ぶ

救急車が到着するまでの間に応急
処置を始めましょう。呼びかけへ
の反応が悪い場合には無理に水を
飲ませてはいけません

氷のう等があれば、首、腋の下、
太腿のつけ根を集中的に冷やしま
しょう

本人が倒れたときの状況を知っている人が付
き添って、発症時の状況を伝えましょう

大量に汗をかいてい
る場合は、塩分の入っ
たスポーツドリンク
や経口補水液、食塩
水がよいでしょう

２．熱中症が疑われるときの対応
熱中症の応急処置

もし、あなたのまわりの人が熱中症になってしまったら……。
落ち着いて、状況を確かめて対処しましょう。
最初の措置が肝心です。

今夏の熱中症対策
 １．熱中症予防行動
　新型コロナウイルスの出現に伴い、感染防止の 3つの基本である①身体的距離の確保、②マスクの着用、③手
洗いや、「3密（密集、密接、密閉）」を避ける等の「新しい生活様式」が求められています。このような「新しい生
活様式」における熱中症予防行動のポイントは以下のとおりです。

①暑さを
　避けましょう
 ・エアコンを利用す
る等、部屋の温度
を調整
 ・暑い日や時間帯は
無理をしない

②適宜マスクを
　はずしましょう
 ・屋外で人と十分な
距離（2 メートル
以上）を確保でき
る場合には、マス
クをはずす

③こまめに水分補
　給しましょう
 ・のどが渇く前に水
分補給　
 ・1 日 あ た り 1.2
リットルを目安に　
 ・塩分も忘れずに

④日頃から健康管　
　理をしましょう
 ・日頃から体温測
定、健康チェック　
 ・体調が悪いと感じ
た時は、無理せず
自宅で静養

⑤暑さに備えた体
　作りをしましょう
 ・水分補給は忘れず
に、無理のない範
囲で

高齢者、子ども、障がい者の方々は、熱中症になりやすいので十分に注意しましょう。
３密（密集、密接、密閉）を避けつつ、周囲の方からも積極的な声かけをお願いします。

（出典）環境省・厚生労働省
「令和２年度の熱中症予防行動」より

３．作業時の注意事項（１、２に加え）
⑴ 作業管理者は作業開始前に、作業者の体調を確認し、体調が悪い人は作業を行わないようにする。
⑵ 作業管理者は日陰を確保して一定時間ごとに必ず休憩を設ける。
⑶ 作業管理者は作業者の作業状況等をこまめに確認し、体調不良が疑われる場合には、すぐに涼しい場所での休
　 憩を指示する。
⑷ 作業者はできるだけ 2人以上で、お互いの体調を確認しながら作業を行う。

（出典）環境省リーフレット 「熱中症 ～ご存じですか？予防・対処法～」

お 知 ら せ
広報めいわ 令和２年

（2020年） ８月号
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マイナポイント予約の
お手伝いをします

　イオンモール明和にて、マイナポイント予約のお手伝いを下記のとおり実
施します。（マイナポイントの詳しい内容は広報めいわ７月号をご覧くださ
い。）

特別
窓口

イオンモール明和１階　ハナショウブの広場
日程：８月29日（土）、30日（日）
時間：午前 10時～正午、午後１時～４時

持ち物
①マイナンバーカード
②マイナンバーカード発行時に設定した４桁（利用者証明用電　
　子証明書）の暗証番号

　マイナンバーカードの申請に必要な顔写真の撮影など、マイナンバーカー
ド作成のお手伝いをいたします。
　　　　　通知カードについている個人番号カード交付申請書、本人確認書
　　　　　類（免許証、保険証等）、印鑑
　　　　　明和町に住民登録のある人
　　　　　※住民ほけん課　戸籍住民係の窓口でも、平日、午前8時30分～
　　　　　　午後5時15分まで同様のお手伝いをしています。
　　　　　住民ほけん課戸籍住民係　☎ 52・7114

マイナンバーカードを
まだお持ちでない人は…

【
町
税
・
保
険
料
の
納
期
の
お
知
ら
せ
】

　

８
月
の
町
税
・
保
険
料
の
納
期
は
次
の
と
お
り
で
す
（
年
金
天
引

き
を
除
く
）。

■
町
・
県
民
税
＝
第
２
期
分　
■
国
民
健
康
保
険
税
・
介
護
保
険
料

＝
各
第
５
期
分　
■
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
＝
第
２
期
分

　
納
期
限
は
８
月
31
日（
月
）で
す
。
期
限
を
過
ぎ
ま
す
と
、
延
滞
金

が
加
算
さ
れ
る
場
合
お
よ
び
財
産
差
押
え
等
の
滞
納
処
分
を
受
け
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
町
税
・
保
険
料
の
納
付
は
納
期
限
内
に
、
ま
た

督
促
状
が
届
い
た
場
合
は
す
ぐ
に
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　

口
座
振
替
を
ご
利
用
の
場
合
は
８
月
27
日
（
木
）
に
振
替
し
ま
す

の
で
、
金
融
機
関
口
座
の
残
高
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

納
税
に
は
、
便
利
で
安
全
な
「
口
座
振
替
」
の
ご
利
用
を
お
勧
め

し
ま
す
。
金
融
機
関
の
通
帳
・
届
出
印
を
ご
持
参
の
う
え
、
税
務
課

ま
た
は
町
内
金
融
機
関
窓
口
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※
詳
し
く
は
、
税
務
課
（
☎
52・７
１
４
３
）
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。【

夜
間
・
日
曜
納
付
窓
口
の
ご
案
内
】

　

税
務
課
で
は
、
平
日
の
役
場
開
庁
時
間
内
に
お
仕
事
の
都
合
な
ど

で
町
税
・
保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
皆
さ
ん
の
た
め
に
、
次
の
と
お

り
平
日
の
夜
間
と
日
曜
日
に
窓
口
を
開
設
し
ま
す
。

◎
平
日
夜
間
納
付
窓
口

■
日
時　
８
月
25
日
（
火
）
午
後
５
時
15
分
〜
７
時
30
分

■
場
所
・
内
容　
税
務
課
、
町
税
・
保
険
料
の
納
付

◎
日
曜
納
付
窓
口

■
日
時　
８
月
２
日
・
16
日
・
23
日
・
30
日
、各
日
と
も
午
前
８
時
30

分
〜
正
午
・
午
後
１
時
〜
５
時
15
分

■
場
所
・
内
容　
会
計
課
、
町
税
・
保
険
料
の
納
付

※
詳
し
く
は
、税
務
課（
☎
52・７
１
４
３
）へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

持ち物

対象の人

問い合わせ先

お 知 ら せ
広報めいわ 令和２年
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８
月
の
日
曜
（
窓
口
）
開
庁
予
定
日
は
次
の
と
お
り
で
す
。
日

曜
（
窓
口
）
開
庁
で
は
、
住
民
票
や
戸
籍
な
ど
各
種
証
明
書
の
発

行
を
は
じ
め
、
各
種
申
請
書
の
受
付
事
務
な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
平
日
の
役
場
の
手
続
き
等
が
困
難
な
人
は
、ぜ
ひ
、日
曜
（
窓
口
）

開
庁
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

■
８
月
の
日
曜（
窓
口
）開
庁
予
定
日
時　
８
月
２
日・16
日・23
日・

30
日
、
各
日
と
も
午
前
８
時
30
分
〜
正
午
・
午
後
１
時
〜
５
時
15

分　
※
８
月
９
日
は
開
庁
し
ま
せ
ん
。

※
取
扱
事
務
は
「
窓
口
事
務
」
が
中
心
に
な
り
ま
す
。
詳
細
内
容

は
、
事
前
に
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（ U

RL http://w
w
w
.tow

n.
m
eiw
a.m
ie.jp/

）
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
総
務
防
災
課
（
☎

52
・
７
１
１
１
）
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

８
月
の
日
曜（
窓
口
）開
庁
予
定
日
の
お
知
ら
せ

町
長
出
張
座
談
会
を
開
催
し
ま
す

　

町
民
の
皆
さ
ん
か
ら
多
く
の
ご
意
見
を
い
た
だ
き
、
町
政
に
反

映
し
て
い
く
「
出
張
座
談
会
」
を
次
の
と
お
り
実
施
し
ま
す
。

　

毎
月
２
日
程
度
を
予
定
し
、
あ
ら
か
じ
め
申
請
い
た
だ
い
た
地

域
に
お
邪
魔
し
て
皆
さ
ん
と
町
政
の
様
々
な
分
野
で
意
見
交
換
を

行
い
ま
す
。

　

日
程
は
次
の
と
お
り
予
定
し
て
い
ま
す
。（
行
事
等
に
よ
り
変

更
と
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
変
更
等
は
町
ホ
ー
ム
ぺ
ー
ジ
で
お

知
ら
せ
し
ま
す
。）

８
月
の
座
談
会　
８
日
（
土
）
午
前
９
時
〜
午
後
９
時

　
　
　
　
　
　
　
23
日
（
日
）
午
前
９
時
〜
午
後
９
時

９
月
の
座
談
会　
５
日
（
土
）
午
前
9
時
〜
午
後
9
時

　
　
　
　
　
　
　
20
日
（
日
）
午
前
９
時
〜
午
後
９
時

■
お
申
し
込
み
は
開
催
日
の
14
日
前
ま
で
に
、
申
請
書
に
よ
り
ま

ち
づ
く
り
戦
略
課（
☎
52・７
１
１
２
）へ
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

幼
児
健
診
日
程 （
対
象
の
人
に
は
個
別
で
通
知
し
て
い
ま
す
）

　
　
　
　
　
　
　
　
場
所
は
い
ず
れ
も
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
で
す

【
育
児
相
談
】（
乳
幼
児
で
月
齢
は

問
い
ま
せ
ん
。）

■
実
施
日　

８
月
６
日
（
木
）・

９
月
11
日
（
金
） 

■
受
付
時
間　

午
前
９
時
30
分
～

11
時
、
午
後
１
時
30
分
～
２
時
30

分■
持
ち
物　

母
子
健
康
手
帳

■
申
し
込
み　

不
要

■日時　８月５日（水）、１9日（水）
　　　　第一部　午前９時～ 10時（定員 30人）
　　　　第二部　午前10時30分～11時30分（定員30人）
■場所　いつきのみや地域交流センター
■持ち物等　マスクの着用、運動しやすい服装、水分　　　　　　
（お茶など）、タオル
※申込みが必要です。定員になり次第終了します。
※自宅で検温し、かぜ症状等ある場合は、参加はお控えく　
　ださい。
※新型コロナウイルス感染症対策のため、やむを得ず中止
となる場合は防災無線でお知らせします。
　　詳しくは、健康あゆみ課　健康づくり係（☎ 52・　
7115）まで

講義版！ おとな元気教室
涼しく、楽しく

ストレッチをしましょう

【
離
乳
食
教
室
】

■
実
施
日　

８
月
28
日
（
金
）
午

前
10
時
～
11
時
30
分

■
対
象
者　

離
乳
食
に
つ
い
て
知

り
た
い
人

■
内
容　

離
乳
食
に
つ
い
て
の

話
・
試
食
な
ど

■
持
ち
物　

母
子
健
康
手
帳

■
申
し
込
み　

８
月
21
日
（
金
）

ま
で
に
健
康
あ
ゆ
み
課
（
☎
52
・

７
１
１
５
）
へ

※
先
着
10
人

【
１
歳
半
健
診
】

■
実
施
日　

８
月
４
日
（
火
）・

９
月
８
日
（
火
）

■
受
付
時
間　

午
後
１
時
10
分
～

１
時
30
分

■
持
ち
物　

母
子
健
康
手
帳
、
健

康
診
査
票

【
２
歳
半
の
き
ょ
う
し
つ
】

■
実
施
日　

８
月
18
日
（
火
）・

９
月
24
日
（
木
）

■
受
付
時
間　

午
前
９
時
～
９
時

15
分

■
持
ち
物　

母
子
健
康
手
帳
、
発

達
調
査
票

【
３
歳
児
健
診
】

■
実
施
日　

８
月
25
日
（
火
）・

９
月
29
日
（
火
） 

■
受
付
時
間　

午
後
１
時
10
分
～

１
時
30
分

■
持
ち
物　

母
子
健
康
手
帳
、
健

康
診
査
票
、
眼
耳
ア
ン
ケ
ー
ト
、

検
尿
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未就園児と保護者の皆さんご利用ください
【子育て支援センター  行事予定】

　子育て支援センターは、保育所や幼稚園に未就園の子どもとその保護者の皆さんにご参加いただき、各種行事などを通
じて一緒にお話したり、楽しく遊んだり、また子育てなどの情報交換ができる場で、各種行事を次のとおり行います。皆
さん、どうぞお気軽にご参加ください。状況により、予定を変更することがありますので、ご了承下さい。

いちごくらぶ
◎親子でクッキング♪
■日時　８月３日（月）午前10時～11時
■定員　５組
※申込必要
◎おはなし会
■日時　８月６日（木）午前10時30分～11時
※申込不要
◎子育てアドバイザーとおしゃべり会
■日時　８月18日（火）午前10時～正午
※申込必要
◎クラフト体験
■日時　８月26日（水）午前10時～
■定員　５組
※申込必要
◎水あそびをしよう♪
■日時　８月28日（金）午前10時～11時
■定員　５組
※申込必要

こあら
◎絵本とあそぼう！
■日時　８月25日（火）
前半：午前９時50分～10時10分
　　 （来館時間　午前９時～10時15分）
後半：午前10時30分～10時50分
　　 （来館時間　午前10時20分～11時30分）
■定員　各７組（入替制、午前の利用は申込者のみ）
※申込必要
※申込期間　８月３日（月）～18日（火）
【こあら（みょうじょうこども園内）】
☎53・0550

児童センター
☎52・2519

月～金（午前９時～午後２時）

月～金（午前９時～11時30分、午後１時～2時30分）

月～土（午前９時～正午、午後１時～４時30分）

おひさまひろば
◎親子ヨガ
■日時　８月24日（月）午前10時～
■定員　先着10組
※申込必要
※申込期間　８月５日（水）～　定員になり次第終了
※おひさまひろばにて直接申し込み
◎おひさまひろばの開館日（９月前半まで）
８月５日（水）、６日（木）、７日（金）、11日（火）、19日（水）、
21日（金）、24日（月）、26日（水）、31日（月）、９月２日（水）、
４日（金）、11日（金）、14日（月）、15日（火）
【おひさまひろば（保健福祉センター２階）】
☎52・7123（こども課）

不定期（午前９時～11時30分、午後１時～2時30分）

【いちごくらぶ（明和ゆたか園２階）】
☎080・4155・0291
　　 http://www.toyotsujidou.com/meiwa/

明
和
町
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・

セ
ン
タ
ー
と
は

　

町
内
に
お
い
て
、
子
ど
も
の
預

か
り
・
送
迎
等
の
﹁
子
育
て
を
助

け
て
ほ
し
い
人
（
依
頼
会
員
）﹂

と
　
﹁
子
育
て
の
手
伝
い
が
で
き
る

人
（
援
助
会
員
）﹂
か
ら
な
る
﹁
子

育
て
相
互
援
助
活
動
支
援
組
織
﹂

で
す
︒

■
参
加
費　

無
料

■
定
員　

10
人

■
場
所　

明
和
町
保
健
福
祉
セ
ン

タ
ー　

多
目
的
室

■
申
込　

８
月
31
日
（
月
）
ま
で

に
、
こ
ど
も
課
内
明
和
町
フ
ァ
ミ

リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
ま

で☎
52
・７
１
２
３
（
土
曜
、
日
曜
、

祝
日
を
除
く
午
前
８
時
30
分
～
午

後
５
時
15
分
）

令
和
２
年
度　

フ
ァ
ミ
・
サ
ポ
援
助
会
員
養
成
講
座　

　

受
講
者
募
集
の
ご
案
内

開催日 講師・演題（講座内容）※予定 時間

第１回 9月16日(水) 心肺蘇生法・AED講習（０歳～12歳対象）  午前10時～正午 ※実習あり

第２回 9月25日(金) 子どもの心に寄り添う保育と遊び  午前10時～11時30分

第３回 9月30日(水) 子どもの発育・発達と生活  午前10時～正午

第４回 10月 5日(月) 子どもの栄養と食生活
※終了後、援助会員登録説明があります

 午前10時～11時30分
 午前11時30分～正午

お 知 ら せ
広報めいわ 令和２年
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社協だより 明和町社会福祉協議会（明和の里内）
三重県多気郡明和町大字馬之上 917-1
TEL 52・7056　FAX 52・7057
http://www.ma.mctv.ne.jp/~mei-skyo/

「福祉なんでも相談」窓口を常時開設し、福祉に関
するあらゆるご相談を受付けておりますので、お
気軽にご相談ください。明和町社会福祉協議会（☎
52・7056）

お弁当をお届けしました
　新型コロナウイルスの影響により、社協には多く
の町民の皆さんからの生活相談がありました。そん
な中、昨年度立ち上がったボランティア団体「つど
い子ども食堂」より、「こんな時だからこそ、私たち
に何かできる事はありませんか」とありがたいご相
談をいただき、同じく、営業を自粛していた障がい
者福祉サービス事業所ありんこ café 茶々とタッグを
組み、6月から週2回の弁当支援を実施しました。
　食材には町民の皆さんからたくさんご寄付頂いた
明和町特産のお米や野菜を活用させていただき、幅
広い年齢層の人に色んな形で活動にご参加いただき
ました。
　社協では、今後も地域の
ニーズに応じたオーダーメ
イドの支援を町民の皆さんと
共に創っていきたいと思いま
す。

福祉のまちづくり資金
（社協会費）御協力の御礼
　社協会費（福祉のまちづくり資金・7/1 ～ 31）
へのご協力誠にありがとうございました。皆さん
からお寄せいただきました会費は各地区福祉委員
会へ配分され、小学校の入学・卒業祝や運動会の
助成金などに使われます。
　また「社協ふれあい祭り」開催や日常生活自立
支援事業（権利擁護）などに活用させていただきま
す。

　

３
密
を
避
け
、
普
段
使
わ
ず
伸

び
た
筋
肉
や
使
い
過
ぎ
て
縮
ん
だ

筋
肉
を
ゆ
っ
く
り
と
き
ほ
ぐ
し
、

関
節
を
柔
ら
か
く
滑
ら
か
に
動
か

し
て
い
き
ま
す
︒
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
に
負
け
な
い
で
新

し
い
生
活
様
式
の
中
、
笑
顔
で
カ

元
気
を
つ
く
る
体
操
教
室

伸
ば
そ
う
筋
肉
！

　

か
ら
だ
キ
モ
チ
い
い

交通事故相談会の開設（８月・９月）
　町では、交通事故被害者支援センター派遣員による、交通事故
の相談会（過失割合の判例、示談の仕方・進め方、賠償請求と賠
償額の算定、その他相談等）を次のとおり開催します。皆さん、
お気軽にご利用ください。

■日時　・ 8 月 12日（水）１部　午後１時～ 2時
　　　　　　　　　　　　　２部　午後２時～ 3時　※各 1人
　　　 　【要予約】申込期限 8月 11日（火）午前 11時
　　　　　　　　  ※お申込みの受付は、平日のみとなります。
　　　　・ 9 月 9日（水）　１部　午後 1時～ 2時
　　　　　　　　　　　　　２部　午後 2時～ 3時　※各 1人
　　　 　【要予約】申込期限 9月 8日（火）午前 11時
　　　　　　　　   ※お申込みの受付は、平日のみとなります。
　　　　 ※日時は変更になる場合があります
■場所　 明和町保健福祉センター１F和室　　 
※詳しくは、総務防災課・防災防犯係（☎ 52・7110）へお問い合
　わせください。

ラ
ダ
を
鍛
え
て
み
ま
せ
ん
か
︒

■
日
時　

８
月
25
日
（
火
）
午
前

10
時
～
11
時
30
分

■
場
所　

旧
な
り
ひ
ら
保
育
所

（
大
淀
）

■
参
加
費　

１
０
０
円（
保
険
代
）

■
定
員　

10
人

■
持
ち
物　

飲
み
物
、
タ
オ
ル
、

マ
ス
ク

■
お
申
し
込
み　
（
一
社
）
明
和

観
光
商
社　

澤
村　

☎
67
・
６
８

５
０
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三重県がマタニティほっとラインを開設
　新型コロナウイルス感染症に伴い、不安を抱える妊婦の人が、安心して出産等ができるような体制を整備するこ
とを目的として、県では今年度（7月 1日～令和 3年 3月 31日）、「マタニティほっとライン」を開設し、オンラ
インと電話による相談を受け付けています。

【本相談事業に関するお問い合わせ】
みっくみえ　☎ 0594・21・4935
三重県子育て支援課　☎ 059・224・2248

お 知 ら せ
広報めいわ 令和２年
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三河川の水質　　採水日（令和 2年 5月 11日）

河川名
項　目

PH BOD SS DO

祓　川（下御糸橋） 7.1 0.9 40.0 8.2

笹笛川（八木戸橋） 7.1 2.2 42.0 7.9

大堀川（大堀川橋） 6.7 1.4 27.0 7.7

参考：B類型（笹笛川）
の環境基準値

6.5 以上
8.5 以下

3.0
以下

25.0
以下

5.0
以上

※ＰＨ（水素イオン濃度＝水の酸性、アルカリ性の程度を示し、
７前後が標準河川水）、ＢＯＤ（生物化学的酸素要求量＝水中
の有機物が微生物の働きによって分解されるときに消費され
る酸素量で、河川の汚濁を測る代表的な指標）、ＳＳ（浮遊物
質量＝水中に浮遊している微細な固型物の量）、ＤＯ（溶存酸
素量＝水中に溶解している酸素量で、汚濁が著しい河川では
通常低い値を示し、魚類が生存できなくなる）
※BOD・SS・DOの単位＝㎎ /ℓ

■ 最大震度別地震回数
（令和２年 6月 1日～ 30日）

震　度 １ ２ ３ ４ 5弱 5強 6弱 6強 ７ 合計

全　国 81 33 6 6 1 0 0 0 0 127

明和町※ ０ 0 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 0

※役場に設置の計測震度計による。

■ 町内の交通事故発生状況（概数）
5月 合計（１～５月）

本年 前年同期比 本年 前年同期比
人身事故件数 3件 1件 16件 0件
負傷者数 2人 0人 17人 1人
死者数 2人 2人 2人 1人

■ 町内の治安情勢（概数）
5 月 合計 (1 ～ 5月 )

本年 前年同期比 本年 前年同期比
空き巣ねらい 0 0 0 -2
忍び込み 0 0 0 0
車上ねらい 2 2 2 0
部品ねらい 0 0 0 0
オートバイ盗 0 0 0 0
自転車盗 0 -3 3 -2
その他（※） 9 1 30 -13
（※）「その他」は、その他の刑法犯（凶悪犯、知能犯  など）

7 月の人口
総人口：23,079 人
　　男：11,160 人
　　女：11,919 人
世帯数：9,208 世帯

6 月中の主な増減
出　生：   12 人
死　亡：   25 人
転入等：   53 人
転出等：   33 人

人のうごき

（有料広告）

（有料広告）

御
裳
濯
川

み
も
す
そ
が
わ

斎
王

さ
い 

お
う

フ
レ
ッ
シ
ュ
な
甘
み
際
立
つ

芳
醇
な
銘
酒

辛
口
で
す
っ
き
り
な
が
ら

米
の
旨
味
を
感
じ
る
味
わ
い

（有料広告）
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●介護有資格者再チャレンジ研修
　（Web研修）参加者募集！
　介護の資格は持っているけれど、「経験がない」、
「ブランクがある」と介護の職に就くことに不安
がある人や、復帰したけれど、もう一度『介護の
基本』を学び直したいとお考えの人に、不安や悩
みを解消し、福祉・介護の現場で活躍していただ
けるよう、介護の知識や技術のスキルアップがで
きるWeb研修を実施します。
◎受講方法　本会より配布するテキスト等及び、
講義動画を視聴し、各科目修了後にレポートを
提出
◎対象　介護等の資格をお持ちで、現在福祉・介
護の仕事をしていない人、もしくは介護職とし
て就職または復帰後、概ね１年未満の人
◎内容　講習　6科目 10時間（受講期間２週間）
　介護保険制度の動向、認知症ケア、老化の理解
とリスクマネジメントなど
◎受講期間　９月１日（火）～令和３年２月26日（金）
の間の２週間　
※受付は令和３年２月５日（金）まで
◎定員　150人　※先着順
◎参加費　無料
◎その他
　 〇 受講にはインターネットに接続したパソコ
ン、タブレット等が必要です。( 通信費受講
者負担 )　

　※インターネットの環境がない人はご相談くだ
さい。

　 〇現在介護の仕事をしていない人は、施設体験
（2日間）にも参加していただけます。　

　　（新型コロナウイルス感染症拡大防止対策上、
支障がある場合は休止いたします。）

　 〇当センターに求職登録を行い就労相談をご希
望される人には、キャリア支援専門員が就労
支援を行います。

◎申込・問い合わせ
　社会福祉法人 三重県社会福祉協議会　三重県
福祉人材センター　☎ 059・227・5160（平
日午前 9時～午後 5時)

●介護職員初任者研修及び
　生活援助従事者研修（通信講座）　
　の受講生募集
　福祉・介護職場の人材不足を改善するため、働
いていない人を対象に介護職員初任者研修及び生
活援助従事者研修の通信講座の受講生を募集しま
す。
◎応募要件　三重県に住民登録をしている働いて
いない人で、概ね 70歳未満の人
　研修修了後、福祉・介護職場で働ける人
◎募集定員　各 39人（応募者多数の場合は抽選）
◎受講料　無料（テキスト代は自己負担）
◎受講方法　本会より送付するテキスト等資料に
より学習し、指定する各期日までにレポート課
題を提出していただきます。実技科目はスクー
リングで学習します。
◎スクーリング会場　三重県社会福祉会館（津市
桜橋 2-131）

〇生活援助従事者研修（通信講座）
　＜ 2回目＞
　　募集期限…9月 16日（水）（必着）
　　研修期間…10月 14日（水）～ 12月 4日（金）
〇介護職員初任者研修（通信講座）
　＜第 2回＞
　　募集期限…11月 18日（水）（必着）
　　研修期間…12月 10日（木）～令和 3年 3月
　　　　　　　9日（火）
◎申込・問い合わせ　三重県福祉人材センター　
介護職員初任者研修担当　☎ 059・227・5160

明和町の最新情報をお届けします！！明和町の最新情報をお届けします！！

スマホから読み取って
フォローしてください

　明和町の町政情報、災害情報、ホーム
ページの更新をいち早くお知らせします！
ぜひご活用ください。

明和町公式Twitter

８月と９月の「消費生活相談」窓口の開設
　町では、消費生活相談員による消費生活相談（消
費生活に関する苦情やトラブル等）の窓口を次のと
おり開設します。皆さん、お気軽にご利用ください。
■日時　①８月 11日（火）、②９月８日（火）　時間
は、各日とも午前 10時～正午・午後１時～３時
■場所　役場１階　第２会議室
※詳しくは、生活環境課 住民協働係（☎52・7117）へ
　お問い合わせください。

８月と９月の「行政相談」窓口の開設
　これまで、偶数月の第３月曜日に開設していましたが、８月からは、
毎月第１月曜日に予約制で開設しますので、ご希望の人は、開設日の
一週間前までに電話予約をお願いします。
■日時と内容　①８月３日（月）、②９月７日（月）＝行政相談（各日４部・予約制）
１部 午前９時30 分～10 時、２部 午前 10 時～10 時 30 分、３部 
午前10 時30分～11時、４部 午前１１時～１１時30分
■場所　役場２階　大会議室
※詳しくは、生活環境課 住民協働係（☎52・7117）へお問い合わせください。

お 知 ら せ
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●「大好き！宮川流域 思いフォト募集」　　
　宮川流域ルネッサンス協議会では、魅力いっぱ
いの宮川流域（伊勢市、多気町、明和町、大台町、
玉城町、度会町、大紀町）の皆さんが大好きな風景、
スポット、お祭りなどの写真を募集します。
◎応募資格
 ・どなたでも可能。
 ・応募者本人が宮川流域内の対象物を撮影して投
稿すること。
◎応募期間
　８月１日（土）～ 11月 30日（月）
◎賞品
　宮川流域のいずれかの市町の特産品セット  35点
　※当選者の発表は、応募者の中から厳正なる抽

選のうえ、令和３年２月頃に賞品の発送を
もってかえさせていただきます。

◎応募方法
　当協議会ホームページ内にある専用応募フォー
ム又は Facebook を通じて応募して下さい。
※電子データでの応募に限ります。紙媒体や郵送
での応募は受け付けておりません。
◎応募規定
　ホームページ（https://miyarune.jp）に掲載し
ています。
◎問い合わせ
　宮川流域ルネッサンス協議会
　〒 516-8566　伊勢市勢田町 628-2　三重県
伊勢庁舎 4階内
　☎0596・27・5411　FAX 0596・27・5418

●「全国一斉  司法書士による
　手続支援のための養育費相談会」
　三重県青年司法書士協議会は養育費に関する電
話相談会を開催します。本相談会は、全国青年司
法書士協議会が日本司法書士会連合会と共催で行
う相談会です。養育費でお困りの人、ぜひご相談
ください。
◎日時　9 月 12 日（土）午前 10 時から午後 4
時まで
◎電話番号　☎ 0120・567・301（フリーダイ
ヤル）
　相談無料・秘密厳守・予約不要
◎担当者　三重県青年司法書士協議会　山本
◎問い合わせ先　☎ 090・5035・1750

●この地域の市民活動を応援する
　2020年度 住友理工
　「夢・街・人づくり助成金」の
　募集開始！
　住友理工（株）と松阪市市民活動センター（指定管
理者：NPO法人Mブリッジ）の協働による助成
プログラム、住友理工「夢・街・人づくり助成金」
事業を今年度も実施いたします。
　住友理工が重点的に支援する（1）ダイバーシティ
への貢献、（2）青少年の育成への貢献、（3）まちづ
くりへの貢献、（4）市民活動への貢献 、（5）自然環
境との共生への貢献の 5つの分野に関する市民活
動団体の取り組みが対象です。
　人件費の計上も可能です。同一団体からの申請
回数に上限もありません。
　この地域の市民活動団体からのご応募をお待ち
しています。
※新型コロナウイルス対策として今年度はメー　
　ル申請も受付します。
◎助成額
 ・「夢づくりスタート部門」上限5万円（最大4団体）
 ・「街・人づくり部門」上限 10万円（最大 2団体）
◎募集期間
　8月 1日（土）～ 31日（月）※郵送の場合当日
消印有効
◎申込・問い合わせ
　松阪市市民活動センター（指定管理
者：NPO法人Mブリッジ）
　☎ 0598・26・0108　
　FAX 0598・25・3803
　Mail：katsudou@ma.mctv.ne.jp （担当：澤）
　HP：http://www.katsudou.com 
◎後援　松阪市、明和町、多気町、大台町、 NPO
法人めいわ市民活動サポートセンター

●『ウェブ福祉の就職フェア』
　福祉の仕事をお探しの人を対象に、新型コロナ
ウイルス感染防止対策としてウェブサイトに福祉
事業所の情報を公開するウェブ福祉の就職フェア
（オンライン面接会）を実施します。
※オンライン面接を希望の人は事前申込が必要です。
　ウェブ福祉の就職フェアサイト公開日：８月１
　日（土）
◎参加事業所数　46事業所（予定）
◎問い合わせ
　三重県社会福祉協議会　三重県福祉人材セン　
　ター　☎ 059・227・5160

お 知 ら せ
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●公共職業訓練（ハロートレーニング）
　受講生募集
　ポリテクセンター伊勢では、求職者が早期に再
就職できるよう、ものづくり分野に特化した職業
訓練を実施しています。
◎対象　再就職を希望し、公共職業安定所に求職
申し込みをしている人
※受講料は無料ですが、別途テキスト代・作業服　
　代が必要です。
◎入所月　10 月
◎訓練科名　ものづくり溶接科
◎定員　12 人
◎訓練期間　10 月２日（金）～令和３年３月 24
日（水）
◎説明会日　８月３日（月）、８月 24日（月）、８
月 31日（月）、９月７日（月）、９月 14日（月）
　いずれかの日にご参加ください。
　午後からTIG溶接体験をしていただけます。
◎入所選考日　①９月４日（金）
　　　　　　　②９月 18日（金）
　①で定員に達した場合、②の選考は実施しませ
んのでご了承ください。
◎訓練場所　ポリテクセンター伊勢（伊勢市小俣
町明野 685）
◎問い合わせ　（独）高齢・障害・求職者雇用支援
機構三重支部三重職業能力開発促進センター伊
勢訓練センター（ポリテクセンター伊勢）　
　☎ 0596・37・3121

●「第18回アビリンピックみえ」
　参加者募集
　障がい者が日ごろ培った技能を互いに競い合う
ことにより、その職業能力の向上を図るとともに、
企業や社会一般の人々が障がい者に対する理解と
認識を深め、その雇用の促進を図ることを目的と
して開催します。
◎日時　11月 29日（日）午前 9時 30分～午後
0時 30分
◎場所　ポリテクセンター三重（四日市市西日野
町 4691）
◎競技種目　パソコン文書作成・パソコン表計算・
電子機器組立・喫茶サービス・ビルクリーニン
グ・製品パッキング・オフィスアシスタント
◎参加料　無料
◎問い合わせ　（独）高齢・障害・求職者雇用支援
機構　三重支部　高齢・障害者業務課
　☎ 059・213・9255
※詳細はHPをご覧ください。

●第10回税に関する
　絵はがきコンクール
　税金は毎日の生活の中でどのように役立ってい
るのかということを小学生のみなさんに知ってい
ただき、理解と関心を深めていただくために実施
します。
　税に関する絵（例えば、税金で造られている建
物・施設、税金で購入される物品、税金で行われ
ている仕事など）を描いて下さい。
◎応募・問い合わせ　
　（公社）松阪法人会　事務局　
　☎ (0598)52・1321　
　Mail info@matsusaka-hojinkai.org
◎応募資格　小学生５・６年生が対象
　※児童１人につき１点（全員に参加
　　賞あり）
◎応募方法　官製はがき（又は専用はがき）の表面
に小学校名・学年・住所・氏名を記入し、裏面
に税に関する絵を描いてご応募下さい。（専用は
がきは松阪市及び多気郡内の図書館に設置あり）
◎申込締切　９月 30日（水）

●大学生等奨学金返還支援事業
　助成金の募集のお知らせ
　三重県では、若者の県内定着を促進するため、
「過疎地域など指定地域への居住」や「県内での
居住及び県内産業への就業」などの条件を満たし
た場合、大学生等の奨学金返還額の一部を助成し
ます。
　応募資格など詳細は、県ホームページでご確認
いただくか、お問い合わせください。（県ホーム
ページは、「三重県奨学金支援」で検索）
◎募集締切　令和３年１月 29日（金）消印有効
◎募集人数　40人
◎助成金額　（学生）在学中に借受予定の奨学金
総額の 1/4（上限 100万円）
　（既卒者）認定時点の奨学金借入残
額の 1/4（上限 100万円）
◎問い合わせ　三重県戦略企画総務
課　☎ 059・224・2009

お 知 ら せ
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いつきのみや歴史体験館からお知らせ

☆えらんで楽しい夏休み体験
　ハマグリの貝殻に絵を描く「合貝づくり」、巻物に
物語を描く「絵巻物づくり」、人形に絵付けをする「王
朝人形づくり」の３種類からお好きなものを体験し
ていだけます。
■日時：８月 10日（祝・月）
　　　　午前 10時～正午／午後１時～４時
　　　　（当日受付・最終受付午後３時）
■参加費：合貝づくり 500円
　　　　　絵巻物づくり・王朝人形づくり　
　　　　　各 1,000 円

☆機
はた

織
お

り体験
　麻織りと絹織りから選べます。初めての方は麻織
りの方が簡単に作れます。草木染の糸を使い、ラン
チョンマット程の作品を織りあげましょう。
■体験日時：8月 15日（土）
　　　　　　①午前 10時～正午
　　　　　　②午後１時 30分～３時 30分
■参加費：麻・絹　各 2,000 円
■定員：麻：各４人／絹：各２人（予約制・先着順）

☆草木染め体験（藍の生葉染め）
　当館の畑で藍を収穫後、ハンカチ、スカーフなどの
絹布を染める体験です。
　火を使用しないので、お子さんでも安心して染めて
いただけます。
■体験日時：８月 22日（土）午前 10時～正午
■参加費：600円～ 3,500 円
　　　　　（染め布によって異なります）
■定員：12人（予約制・先着順）
■持ち物：タオル・帽子・エプロン・長靴（天候による）など

申し込み・その他の体験等の問い合わせは、
いつきのみや歴史体験館（☎ 52・3890）へ。

ふるさと会館からお知らせ
○子どもを対象にしたおはなし会を
　下記のように行います。
　楽しいおはなしがいっぱいあるよ。
◆てんとうむし（対象：幼児から）
■日時：８月８日（土）午後２時 30分～
■場所：ふるさと会館 １階児童室
■内容：絵本　  「おばけパーティ」
　　　　紙芝居「ポンコちゃんとすいかわり」

◆おはなし小槌（対象：幼児から）
■日時：８月 23日（日）午後２時～
■場所：ふるさと会館　１階児童室
■内容：絵本　  「ぐりとぐらのかいすいよく」
　　　　　　　 「じゃがいも じゃがじゃが さつまいも」
　　　　紙芝居「すっぱいぶどう」

◆会館スタッフ（対象：乳幼児から）
■日時：８月 27日（木）午前 11時～
■場所：ふるさと会館　１階児童室

○特別企画展「ドキドキ発見！ 発掘
　調査って何だろう？」
　（明和町斎宮跡・文化観光課 主催）
■期間：７月 18日（土）～８月 23日（日）
■場所：ふるさと会館　２階特別展示場
■特別企画展に係る展示説明会やワークショップは　
　行いません。

○夏休みの小学生仕事体験
　新型コロナウイルス感染症等の情勢を鑑み、中止
します。

○８月の休館日
　３日（月）、11 日（火）、17 日（月）、24 日（月）、
28日（金／月末整理日）、31日（月）
※ 10日（月／山の日）は祝日開館します。

○おねがい
※新型コロナウイルス感染状況等により、図書館サー
ビスや行事予定等を変更させていただくことがあ
ります。ご了承ください。
※詳しくは、ふるさと会館（☎ 0596・52・7131）
へお問い合わせください。また、ホームページ
（http://meiwa-li.hp4u.jp/）でもお知らせします
ので、ご確認ください。
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https://www.town.meiwa.mie.jp/ 三重県 明和町役場 検 索明和町ホームページ URL

期 間 明和町情報番組め～ナビ 内容

  7月30日木～
  8月  6日木　

0：00

〜　 

24：00

 8月  6日木～
  8月13日木　

  8月13日木～
  8月20日木　

8月20日木～
8月27日木　

8月27日木～
  9月  3日木　

●ニュース：展示「ドキドキ発見！発掘調査ってなんだろう？」 ほか

●トピックス：カツラギが行く！大淀祇園祭（令和元年度）

●ニュース：総集編
●トピックス：

●トピックス：

総集編

●ニュース：斎宮跡で満月屋台　ほか

●トピックス：政府広報番組

●ニュース：斎宮歴史博物館 夏季企画展　ほか
●トピックス：明和アーカイブス

明和町情報番組 め～ナビ
00分～　　ニュース
15分頃～　トピックス
※繰り返し放送

（放送休止 4:00～5:00）

放送時間・番組

行政チャンネル視聴方法
❶リモコンの
　「地上デジタル」
　 を選択

❸チャンネル上下
　 ボタンの「上」を
　 1回押す

❷チャンネル番号
　「12」を選択

●ニュース：特別定額給付金 申請期限迫る　ほか

めい姫スポーツ応援団 ミニバスケットボール
「スマイループ」
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（有料広告）（有料広告）

明和町行政チャンネル番組表〈7月30日木～9月3日木〉
※明和町行政チャンネルは「松阪ケーブルテレビ」網で放送しています。放送内容は、原則として毎週木曜日の正午
（午後０時）に更新します。また、放送内容・時間等を予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
詳しくは、総務防災課（☎52・7111）へお問い合わせください。
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